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株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
第
六
号
ま
で
」
を
「
第
四
号
ま
で
、
第
九
号
（
再
生
支
援
対
象
事
業
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又

は
第
十
号
」
に
、
「
あ
っ
て
は
、
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
「
受
け
た
も
の
」
の
下
に
「
に
限
り
、
第
五
号
か
ら
第
七
号

ま
で
又
は
第
九
号
（
特
定
支
援
対
象
事
業
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
決
定
に
あ
っ
て
は
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
り

委
任
を
受
け
た
も
の
」
を
加
え
、
同
項
中
第
七
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
六
号
を
第
十
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
同
じ
。
）

」
の
下
に
「
、
特
定
支
援
対
象
事
業
者
（
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
支
援
対
象
事
業
者
を
い
う
。
第
二
十
二

条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
十
二
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
二
十
二
条
第
一
項
第
七
号
に
規

定
す
る
対
象
特
定
組
合
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

五

第
三
十
二
条
の
二
第
三
項
前
段
の
特
定
支
援
を
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
特
定
支
援
決
定
と

併
せ
て
行
う
選
定
及
び
決
定
を
含
む
。
）

六

第
三
十
二
条
の
五
第
一
項
の
特
定
債
権
買
取
り
を
す
る
か
ど
う
か
の
決
定

七

第
三
十
二
条
の
七
第
一
項
の
買
取
申
込
み
等
期
間
の
延
長
の
決
定
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八

第
三
十
二
条
の
十
二
第
三
項
の
特
定
組
合
出
資
を
す
る
か
ど
う
か
の
決
定

第
十
六
条
第
二
項
中
「
第
六
号
ま
で
」
を
「
第
四
号
ま
で
、
第
九
号
又
は
第
十
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
貸
付
債
権
」
を
「
貸
付
債
権
等
（
貸
付
債
権
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
債
権
と
し
て
主
務
省

令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
ハ
中
「
第
八
号
」
を
「
第
十
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第

十
一
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
七
号
中
「
債
権
買
取
り
等
」
の
下
に

「
、
特
定
債
権
買
取
り
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
（
第
三
十
二
条
の
五
第
四
項
に
お

い
て
単
に
「
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
地
域
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
資
金
供
給
を
行
う
も
の
（
主

務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
「
特
定
組
合
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
特
定
専
門

家
派
遣
決
定
」
の
下
に
「
に
よ
り
専
門
家
の
派
遣
」
を
加
え
、
「
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
三
十
二
条
の
十
一
第
一

項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

対
象
特
定
組
合
（
第
三
十
二
条
の
十
二
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
組
合
出
資
決
定
の
対
象
と
な
っ
た
特
定
組
合
（
投
資

事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
事
業
有
限
責
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任
組
合
で
あ
っ
て
、
地
域
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
資
金
供
給
を
行
う
も
の
で
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る
出
資
（
当
該
出
資
に
よ
り
当
該
対
象
特
定
組
合
の
有
限
責
任
組
合
員
と
な

る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
特
定
組
合
出
資
」
と
い
う
。
）

第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
号
中
「
第
三
十
二
条
の
三
第
四
項
」
を
「
第
三
十
二
条
の
十
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
第
三
十
二
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
三
十
二
条
の
九
第
五
項
」
に
改
め
、
「
）
に
対
し
て
」
の

下
に
「
一
又
は
二
以
上
の
」
を
加
え
、
「
貸
付
債
権
」
を
「
貸
付
債
権
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

特
定
支
援
対
象
事
業
者
に
対
し
て
金
融
機
関
等
が
有
す
る
債
権
の
買
取
り
（
以
下
「
特
定
債
権
買
取
り
」
と
い
う
。
）

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
前
項
第
十
一
号
」
を
「
前
項
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
（
再
生
支
援
対
象
事
業
者

」
の
下
に
「
、
特
定
支
援
対
象
事
業
者
」
を
、
「
も
の
を
除
く
。
）
」
の
下
に
「
、
対
象
特
定
組
合
」
を
加
え
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
貸
付
債
権
」
を
「
貸
付
債
権
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
」
を
「

第
三
十
二
条
の
十
第
一
項
」
に
改
め
、
「
債
権
買
取
り
等
」
の
下
に
「
、
特
定
債
権
買
取
り
」
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
同
項
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
」
を
「
同
項
第
九
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
」
に
改
め
、
「
い
う
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。
）
」
の
下
に
「
並
び
に
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
（
当
該
業
務
に
関
連
す
る
同
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号

ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
含
む
。
）
の
実
施
に
よ
る
地
域
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
事
業
活
動
の
実
施
に
寄
与
す
る
た
め
に
必
要

な
債
務
の
整
理
の
支
援
（
以
下
「
特
定
支
援
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
及
び
次
に
」
を
「
並
び
に
次
に
」
に
改
め
、
同
項

中
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

特
定
組
合
出
資

第
二
十
四
条
第
一
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

特
定
債
権
買
取
り

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
を
「
同
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
に
改
め
、
「
再
生
支
援

」
の
下
に
「
、
特
定
支
援
及
び
特
定
信
託
引
受
け
」
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
第
四
項
中
「
額
（
以
下
」
を
「
額
（
第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第

三
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
」
に
、
「
同
項
に
」
を
「
次
条
第
一
項
に
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
も
の
（
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
及
び
次
項
、
次
条
、
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三

十
条
第
二
項
、
第
三
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
」
を
加
え
、
「
期
間
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（
以
下
」
を
「
期
間
（
次
条
、
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
三
十
条
並
び
に
第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号

に
お
い
て
」
に
、
「
回
答
（
以
下
」
を
「
回
答
（
第
二
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

第
三
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
項
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
貸
付
債
権
」
を
「
貸
付
債
権
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
行
使
（
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
、
次
条
第
三
項
及
び
第
三
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
」

を
加
え
、
「
要
請
（
以
下
」
を
「
要
請
（
次
項
、
次
条
第
三
項
及
び
第
三
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
条
及
び
第
三
十
一
条
第
一
項
に
お
い

て
」
を
加
え
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

を
加
え
る
。

第
三
十
二
条
の
五
第
四
項
中
「
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
」
を
「
特
定
組
合
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
二
条
の
十
三
と
す

る
。第

三
十
二
条
の
四
第
一
項
中
「
対
し
、
」
の
下
に
「
当
該
者
又
は
当
該
者
の
支
援
の
対
象
と
な
る
事
業
者
で
あ
っ
て
主
務
省
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令
で
定
め
る
も
の
に
対
す
る
」
を
加
え
、
同
条
を
第
三
十
二
条
の
十
一
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
定
組
合
出
資
決
定
等
）

第
三
十
二
条
の
十
二

特
定
組
合
の
無
限
責
任
組
合
員
（
無
限
責
任
組
合
員
と
な
ろ
う
と
す
る
者
又
は
無
限
責
任
組
合
員
と
な

る
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
第
三
項
及
び
第
三
十
八
条
第
一
項
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
機
構
に
対

し
、
特
定
組
合
出
資
の
申
込
み
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
申
込
み
は
、
理
由
書
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
書
面
を
添
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

機
構
は
、
第
一
項
の
申
込
み
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
支
援
基
準
に
従
っ
て
、
特
定
組
合
出
資
を
す
る
か
ど
う
か

を
決
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を
当
該
申
込
み
を
し
た
特
定
組
合
の
無
限
責
任
組
合
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

機
構
は
、
特
定
組
合
出
資
を
す
る
旨
の
決
定
（
次
項
及
び
第
三
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
「
特
定
組
合
出
資
決
定

」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
主
務
大
臣
に
そ
の
旨
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

特
定
組
合
出
資
決
定
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
二
条
の
三
を
第
三
十
二
条
の
十
と
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
事
業
者
及

第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
各
号
」
を
「
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「
当
該
事
業
者
の
債
権
者
で
あ
る
全
て
の
」
を
「
当

び
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
、

該
金
融
機
関
等
及
び
貸
付
債
権
等
を
信
託
し
よ
う
と
す
る
当
該
事
業
者
の
債
権
者
で
あ
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
二
条
の

九
と
し
、
第
三
十
二
条
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。

（
特
定
支
援
決
定
）過

大
な
債
務
を
負
っ
て
い
る
事
業
者
（
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
事
業
者
及
び
同
項

第
三
十
二
条
の
二

第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
法
人
並
び
に
再
生
支
援
対
象
事
業
者
を
除
く
。
）
の
代
表
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者

と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
当
該
事
業
者
の
債
務
の
保
証
を
し
て
い
る
者
に
限
る
。
以
下
「
代
表
者
等
」
と
い
う
。

）
で
あ
っ
て
、
当
該
保
証
に
係
る
債
権
を
有
す
る
金
融
機
関
等
と
協
力
し
て
新
た
な
事
業
の
創
出
そ
の
他
の
地
域
経
済
の
活

性
化
に
資
す
る
事
業
活
動
の
実
施
に
寄
与
す
る
た
め
に
必
要
な
当
該
事
業
者
及
び
そ
の
代
表
者
等
の
債
務
（
代
表
者
等
の
債

務
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
者
の
債
務
の
保
証
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
整
理
を
行
お
う
と
す
る

も
の
は
、
機
構
に
対
し
、
当
該
事
業
者
及
び
当
該
金
融
機
関
等
と
連
名
で
、
特
定
支
援
の
申
込
み
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
申
込
み
は
、
当
該
申
込
み
を
す
る
事
業
者
及
び
そ
の
代
表
者
等
の
債
務
の
弁
済
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
弁
済
計

画
」
と
い
う
。
）
を
添
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

機
構
は
、
第
一
項
の
申
込
み
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
支
援
基
準
に
従
っ
て
、
特
定
支
援
を
す
る
か
ど
う
か
を
決

定
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を
当
該
申
込
み
を
し
た
代
表
者
等
、
事
業
者
及
び
金
融
機
関
等
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
機
構
は
、
特
定
支
援
を
す
る
旨
の
決
定
（
以
下
「
特
定
支
援
決
定
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
と

き
は
、
併
せ
て
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
関
係
金
融
機
関
等
の
選
定
、
特
定
支
援
対
象
事
業
者
及
び
そ
の
代
表
者
等
の
債

（
代
表
者
等
の
債
務
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
支
援
対
象
事
業
者
の
債
務
の
保
証
に
係
る
も
の
に
限
る
。
同
項
、
第
三
十

務

の
整
理
の
た
め
に
当
該
関
係
金
融
機
関
等
が
次
条

二
条
の
四
第
一
項
、
第
六
十
五
条
及
び
第
六
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
申
込
み
又
は
同
意
を
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
債
権
の
額
（
第
三
十
二
条
の
五
第
二
項
、
第

三
十
二
条
の
七
第
一
項
及
び
第
三
十
二
条
の
八
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
必
要
債
権
額
」
と
い
う
。
）
及
び
次
条
第
一
項

に
規
定
す
る
買
取
申
込
み
等
期
間
の
決
定
並
び
に
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
回
収
等
停
止
要
請
を
す
べ
き
か
ど

う
か
の
決
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

機
構
は
、
特
定
支
援
を
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
第
一
項
の
申
込
み
を
し
た
事
業
者
に
お
け
る
弁
済

計
画
に
つ
い
て
の
労
働
者
と
の
協
議
の
状
況
そ
の
他
の
状
況
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

機
構
は
、
特
定
支
援
を
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
第
一
項
の
申
込
み
を
し
た
事
業
者
の
企
業
規
模
が
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小
さ
い
こ
と
の
み
を
理
由
と
し
て
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

６

機
構
は
、
特
定
支
援
決
定
を
行
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
主
務
大
臣
に
そ
の
旨
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

特
定
支
援
決
定
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
機
構
が
あ
ら
か
じ
め
主

務
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
事
業
者
及
び
そ
の
代
表
者
等
に
対
し
て
は
、
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
買
取
申
込
み
等
の
求
め
）

第
三
十
二
条
の
三

機
構
は
、
特
定
支
援
決
定
を
行
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
対
象
と
な
っ
た
事
業
者
（
以
下
「
特
定
支

援
対
象
事
業
者
」
と
い
う
。
）
の
債
権
者
で
あ
る
金
融
機
関
等
の
う
ち
弁
済
計
画
に
基
づ
く
特
定
支
援
対
象
事
業
者
及
び
そ

の
代
表
者
等
の
債
務
の
整
理
の
た
め
に
協
力
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
、
次
条

、
第
三
十
二
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
二
条
の
七
第
二
項
並
び
に
第
三
十
二
条
の
八
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二

項
に
お
い
て
「
関
係
金
融
機
関
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
特
定
支
援
決
定
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
で
機
構
が
定
め

る
期
間
（
次
条
、
第
三
十
二
条
の
五
第
一
項
、
第
三
十
二
条
の
七
並
び
に
第
三
十
二
条
の
八
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び

第
四
号
に
お
い
て
「
買
取
申
込
み
等
期
間
」
と
い
う
。
）
内
に
、
当
該
関
係
金
融
機
関
等
が
特
定
支
援
対
象
事
業
者
に
対
し

て
有
す
る
全
て
の
債
権
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
申
込
み
又
は
同
意
を
す
る
旨
の
回
答
（
第
三
十
二
条
の
五
第
一
項
か
ら
第
三
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項
ま
で
、
第
三
十
二
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
十
二
条
の
八
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
項
に

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
関
係
金
融
機

お
い
て
「
買
取
申
込
み
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
よ
う
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

関
等
に
対
す
る
求
め
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
申
込
み
を
す
る
旨
の
回
答
を
す
る
よ
う
に
求
め
る
方
法
、
第
二
号
に
掲
げ
る
同

意
を
す
る
旨
の
回
答
を
す
る
よ
う
に
求
め
る
方
法
又
は
当
該
申
込
み
若
し
く
は
当
該
同
意
の
い
ず
れ
か
を
す
る
旨
の
回
答
を

す
る
よ
う
に
求
め
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

債
権
の
買
取
り
の
申
込
み

二

弁
済
計
画
に
従
っ
て
債
権
の
管
理
又
は
処
分
を
す
る
こ
と
の
同
意

２

前
項
の
関
係
金
融
機
関
等
に
対
す
る
求
め
は
、
特
定
支
援
決
定
を
行
っ
た
旨
の
通
知
及
び
弁
済
計
画
を
添
付
し
て
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
第
一
号
の
債
権
の
買
取
り
の
申
込
み
は
、
価
格
を
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
回
収
等
停
止
要
請
）

第
三
十
二
条
の
四

機
構
は
、
関
係
金
融
機
関
等
が
特
定
支
援
対
象
事
業
者
及
び
そ
の
代
表
者
等
に
対
し
債
権
（
代
表
者
等
に

対
す
る
債
権
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
支
援
対
象
事
業
者
の
債
務
の
保
証
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
回
収
そ
の
他
主
務
省
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令
で
定
め
る
債
権
者
と
し
て
の
権
利
の
行
使
（
以
下
こ
の
項
、
次
条
第
三
項
及
び
第
三
十
二
条
の
八
第
一
項
第
三
号
に
お
い

て
「
回
収
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
買
取
申
込
み
等
期
間
が
満
了
す
る
前
に
特
定
支
援
対
象
事
業
者
及
び
そ

の
代
表
者
等
の
債
務
の
整
理
の
円
滑
な
実
施
が
困
難
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
全
て
の
関
係
金
融
機

関
等
に
対
し
、
前
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
併
せ
て
、
買
取
申
込
み
等
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
、
回
収
等

を
し
な
い
こ
と
の
要
請
（
次
項
、
次
条
第
三
項
及
び
第
三
十
二
条
の
八
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
回
収
等
停
止
要
請
」
と

い
う
。
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

機
構
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
買
取
申
込
み
等
期
間
が
満
了
す
る
前
に
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
買
取
決
定
を
行

い
、
又
は
第
三
十
二
条
の
八
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
支
援
決
定
を
撤
回
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
回
収
等
停
止

要
請
を
撤
回
し
、
そ
の
旨
を
全
て
の
関
係
金
融
機
関
等
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
買
取
決
定
）

第
三
十
二
条
の
五

機
構
は
、
買
取
申
込
み
等
期
間
が
満
了
し
、
又
は
買
取
申
込
み
等
期
間
が
満
了
す
る
前
に
全
て
の
関
係
金

融
機
関
等
か
ら
買
取
申
込
み
等
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
買
取
申
込
み
等
（
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項

第
一
号
に
掲
げ
る
債
権
の
買
取
り
の
申
込
み
を
す
る
旨
の
も
の
に
限
る
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
支
援
基
準
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に
従
っ
て
、
特
定
債
権
買
取
り
を
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
債
権
買
取

り
を
す
る
旨
の
決
定
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
二
条
の
八
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
買
取
決
定
」
と
い
う
。
）
を
す
る

と
き
は
、
一
括
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
機
構
は
、
買
取
申
込
み
等
に
係
る
債
権
の
う
ち
、
買
取
り
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
見
込
ま
れ

る
も
の
の
額
及
び
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
同
意
に
係
る
も
の
の
額
の
合
計
額
が
必
要
債
権
額
に
満
た
な

い
と
き
は
、
買
取
決
定
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
関
係
金
融
機
関
等
が
回
収
等
停
止
要
請
に
反
し
て
回
収
等
を
し
た
と
き
は
、
機
構
は
、
当
該

関
係
金
融
機
関
等
か
ら
の
買
取
申
込
み
等
に
対
し
、
買
取
決
定
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

４

機
構
は
、
買
取
決
定
を
行
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
主
務
大
臣
に
そ
の
旨
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
買
取
価
格
）

第
三
十
二
条
の
六

機
構
が
特
定
債
権
買
取
り
を
行
う
場
合
の
価
格
は
、
特
定
支
援
決
定
に
係
る
弁
済
計
画
を
勘
案
し
た
適
正

な
時
価
を
上
回
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
買
取
申
込
み
等
期
間
の
延
長
）
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第
三
十
二
条
の
七

機
構
は
、
買
取
申
込
み
等
に
係
る
債
権
の
う
ち
、
買
取
り
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
の

額
及
び
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
同
意
に
係
る
も
の
の
額
の
合
計
額
が
、
買
取
申
込
み
等
期
間
が
満
了
し

て
も
必
要
債
権
額
に
満
た
な
い
こ
と
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
買
取
申
込
み
等
期
間
の
延
長
を
決
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
延
長
を
す
る
買
取
申
込
み
等
期
間
の
末
日
は
、
特
定
支
援
決
定
の
日
か
ら
起
算
し

て
三
月
以
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
買
取
申
込
み
等
期
間
の
延
長
を
決
定
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
全
て
の
関
係
金

融
機
関
等
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
ま
だ
買
取
申
込
み
等
を
し
て
い
な
い
関
係
金
融
機
関
等
に
対
し
、
当
該
延
長
を
し
た
買

取
申
込
み
等
期
間
内
に
買
取
申
込
み
等
を
す
る
よ
う
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
三
十
二
条
の
三
第
三
項
、
第
三
十
二
条
の
四
か
ら
前
条
ま
で
及
び
第
一
項
の
規
定
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
買
取
申
込

み
等
期
間
の
延
長
を
決
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
買
取
申
込
み
等
期

間
」
と
あ
る
の
は
「
延
長
を
し
た
買
取
申
込
み
等
期
間
」
と
、
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る

の
は
「
第
三
十
二
条
の
七
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
支
援
決
定
の
撤
回
）
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第
三
十
二
条
の
八

機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
特
定
支
援
決
定
を
撤
回
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

買
取
申
込
み
等
期
間
（
前
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
延
長
を
し

た
買
取
申
込
み
等
期
間
を
含
む
。
第
三
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
満
了
し
て
も
、
買
取
申
込
み
等
が
な
か
っ

た
と
き
。

二

買
取
決
定
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
。

三

買
取
申
込
み
等
期
間
内
に
、
関
係
金
融
機
関
等
が
回
収
等
停
止
要
請
に
反
し
て
回
収
等
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
他
の

関
係
金
融
機
関
等
に
よ
る
買
取
申
込
み
等
に
係
る
債
権
額
で
は
必
要
債
権
額
に
満
た
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
。

四

買
取
申
込
み
等
期
間
内
に
、
特
定
支
援
対
象
事
業
者
の
代
表
者
等
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
、
再
生
手
続
開
始
の
決
定

又
は
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
の
決
定
を
受
け
た
と
き
。

２

機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
支
援
決
定
を
撤
回
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
特
定
支
援
対
象
事
業
者
及
び
そ
の
代
表

者
等
並
び
に
関
係
金
融
機
関
等
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
特
定
支
援
対
象
事
業
者
及
び
そ
の
代
表
者
等
、

同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
特
定
支
援
対
象
事
業
者
及
び
そ
の
代
表
者
等
並
び
に
買
取
申
込
み
等
を
し
た
関
係

金
融
機
関
等
）
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
再
生
支
援
決
定
」
の
下
に
「
、
特
定
支
援
決
定
」
を
加
え
、
「
第
三
十
二
条
の
二
第
六
項

た
だ
し
書
又
は
第
三
十
二
条
の
三
第
五
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
三
十
二
条
の
二
第
七
項
た
だ
し
書
、
第
三
十
二
条
の
九
第
六
項

た
だ
し
書
又
は
第
三
十
二
条
の
十
第
五
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
い
う
。
）
」
の
下
に
「
、
特
定
組
合
出
資

決
定
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
貸
付
債
権
」
を
「
貸
付
債
権
等
」
に
、
「
第
三
十
二
条
の
二
第
六
項
た
だ
し
書
」
を
「
第

三
十
二
条
の
九
第
六
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
中
第
六
号
を
第
八
号
と
し
、
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
対
し
て
債
権
を
有
す
る
」
を

「
係
る
特
定
信
託
引
受
け
の
申
込
み
を
し
た
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
対
し
て
債
権
を
有
す

る
」
を
「
係
る
当
該
申
込
み
を
し
た
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
又
は
」
の
下
に
「
第
二
十
六

条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

特
定
支
援
の
申
込
み
を
し
た
事
業
者
又
は
当
該
事
業
者
に
対
し
て
債
権
を
有
す
る
金
融
機
関
等

当
該
事
業
者

四

特
定
支
援
対
象
事
業
者
又
は
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
関
係
金
融
機
関
等

特
定
支
援
対
象
事
業
者

第
三
十
八
条
第
一
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

九

特
定
組
合
出
資
の
申
込
み
を
し
た
特
定
組
合
の
無
限
責
任
組
合
員

当
該
申
込
み
に
係
る
特
定
組
合
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十

対
象
特
定
組
合
の
無
限
責
任
組
合
員

対
象
特
定
組
合

第
五
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
三
十
二
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
三
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
二
条
の

二
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第
三
十
二
条
の
五
第
四
項
、
第
三
十
二
条
の
九
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
三
十
三
条
第
一
項
（
再
生

支
援
対
象
事
業
者
、
特
定
支
援
対
象
事
業
者
及
び
特
定
信
託
引
受
対
象
事
業
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
中
「
債
権
買
取
り
等
の
申
込
み
を
受
け
、
当
該
申
込
み
に
基
づ
く
債
権
の
買
取
り
に
よ
り
」
を
「
第
二
十
二
条
第

一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
債
権
の
買
取
り
の
業
務
、
同
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
又
は
特
定
債
権
買
取
り
の

業
務
に
伴
い
」
に
改
め
、
「
登
記
」
の
下
に
「
又
は
登
録
」
を
加
え
る
。

第
六
十
五
条
第
一
項
中
「
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
に
規
定
す
る
買
取
申
込
み
等
又
は
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

」
に
、
「
当
該
買
取
申
込
み
等
に
」
を
「
こ
れ
ら
の
買
取
申
込
み
等
に
」
に
、
「
当
該
買
取
申
込
み
等
が
同
項
第
二
号
」
を
「

こ
れ
ら
の
買
取
申
込
み
等
が
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
同
意
又
は
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
当

該
同
意
」
を
「
こ
れ
ら
の
同
意
」
に
改
め
、
「
事
業
再
生
計
画
」
の
下
に
「
又
は
弁
済
計
画
」
を
、
「
再
生
支
援
対
象
事
業
者

」
の
下
に
「
又
は
特
定
支
援
対
象
事
業
者
及
び
そ
の
代
表
者
等
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
が
再
生
支
援
対
象
事
業
者
」
の

下
に
「
若
し
く
は
特
定
支
援
対
象
事
業
者
」
を
、
「
事
業
再
生
計
画
」
の
下
に
「
若
し
く
は
弁
済
計
画
」
を
、
「
従
っ
て
再
生
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支
援
対
象
事
業
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
特
定
支
援
対
象
事
業
者
及
び
そ
の
代
表
者
等
」
を
、
「
事
業
の
再
生
」
の
下
に
「
又

は
特
定
支
援
対
象
事
業
者
及
び
そ
の
代
表
者
等
の
債
務
の
整
理
」
を
加
え
る
。

第
六
十
六
条
第
一
項
中
「
事
業
再
生
計
画
」
の
下
に
「
又
は
弁
済
計
画
」
を
、
「
再
生
支
援
対
象
事
業
者
」
の
下
に
「
又
は

特
定
支
援
対
象
事
業
者
及
び
そ
の
代
表
者
等
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
が
再
生
支
援
対
象
事
業
者
」
の
下
に
「
又
は
特
定

支
援
対
象
事
業
者
及
び
そ
の
代
表
者
等
」
を
、
「
事
業
の
再
生
」
の
下
に
「
又
は
特
定
支
援
対
象
事
業
者
及
び
そ
の
代
表
者
等

の
債
務
の
整
理
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う

。
）
第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
三
十
二
条
の
九
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
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い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
新
法
第
三
十
二
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
信
託
引
受
け
の
申
込
み
を
す
る

事
業
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
第
三
十
二

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
信
託
引
受
け
の
申
込
み
を
し
た
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
施
行
日
以
後
に

し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
三
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基

づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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理

由

中
小
企
業
等
の
事
業
再
生
及
び
地
域
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
事
業
活
動
の
支
援
を
一
層
強
化
す
る
た
め
、
株
式
会
社
地
域

経
済
活
性
化
支
援
機
構
の
業
務
に
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
有
限
責
任
組
合
員
と
な
る
た
め
の
出
資
を
追
加
す
る
等
の
措
置

を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


